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１ 第４期市民参加推進計画の目的と背景 

本市では、多様な主体が連携・協力・補完し合いながら、「自分たちのまちは、自分たち

で良くする」という基本原則のもと、市民主体のまちづくりを推進していくため「第３期

市民参加推進計画」を策定し、市民、まちづくり活動団体、市が連携・協力し、様々な分

野の課題解決に向け、相互に補完し、共にまちづくりを進めてきました。 

少子高齢化の進展による人口構造の変化により、地域が抱える課題は複雑化・多様化し

ています。こうした中で、限られた行政資源のみですべてのニーズに対応することは困難

な状況となっています。 

そのため、より良い地域社会の実現に向け、市民、まちづくり活動団体が、地域課題を

自分の事として捉え、市民同士が支え合い、多様な主体が連携して課題解決に取り組む必

要があります。 

市では、これまで培ってきた理念を継承しながら、過去の取り組みから得られた成果や

明らかになった課題を十分に検証し、まちづくり活動が継続しさらに発展するとともに、

多様な主体同士の連携・協力が一層推進されるよう、「第４期市民参加推進計画」を策定し

ます。 

２ 計画の位置づけ 

第４期市民参加推進計画は、市民参加推進条例第７条の規定に基づき、市民参加を総合

的に推進していくため、「浦安市総合計画」とその他関連する計画と整合を図っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

第４期市民参加推進計画は、令和８年度から令和12年度までの５年間を計画期間とし、

本市のまちづくりの基本指針である「浦安市総合計画」と整合性を図りながら、社会情勢

の変化や計画の進捗状況に応じて、適宜見直しを行います。 

第４期市民参加推進計画 

・市民参加推進条例 
・市民参加推進条例施行規則 

・市民意見提出手続の実施に 
関する規則 

・行政手続条例 

千
葉
県
県
民
活
動
推
進
計
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基本構想 

基本計画 

実施計画 

総
合
計
画 

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例 

まちづくり基本条例 

行政基本条例 
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４ 計画の全体像 

第４期市民参加推進計画は、「自分たちのまちは、自分たちで良くする」という基本原則

のもと、市民主体のまちづくりを体系的に推進する計画です。 

第４期市民参加推進計画における市民参加は、共通の目的に向けて、市民が主体的に市

の取り組みやまちづくり活動に参加するとともに、市民、まちづくり活動団体、市が連携・

協力・補完し合い、各分野の課題解決とまちづくりの推進を図るものです。さらに、市民

のまちづくり活動が継続・発展していくよう、活動の基盤強化や支援体制の充実にも取り

組みます。 

 

〇 市民参加の概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 基本目標「自主・連携のまちづくり」 

第４期市民参加推進計画では、第３期市民参加推進計画から引き続き、「自主・連携のま

ちづくり」を基本目標に定めます。 

市民、まちづくり活動団体の知恵と力を結集した連携・協力による、よりよいまちづく

りを目指し、市民が自立し主体的にまちづくりに参加することを継続していくとともに、

多様な主体の更なる参加や連携を促し、各主体が相互に補完し合いながら、さまざまな分

野の課題解決に向けて、まちづくり活動の活性化を進めていきます。 
 

 
 
 
 
 
 
  

まちづくり活動 

・地域コミュニティ

など 

市（行政） 

連携・協力・補完 

連携・協力・補完 

市 民 

（個人） 

共通の目標達成に向け 

相互に連携・協力・補完し合うこと 

自立・自己決定 

連携・協力・補完 
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６ 施策の体系 

 

 

  

［基本目標］ ［基本施策］ ［計画目標］ ［取り組み事項］ 

自
主
・
連
携
の
ま
ち
づ
く
り 

【計画目標１】 
 

市民のまち
づくり活動
の参加を 
支援・促進
する 

【計画目標２】 
 

多様な主体
によるまち
づくりを 
推進する 

【計画目標３】 
 

行政の 
取り組み 
への参加を
促進する 

【
重
点
プ
ラ
ン
②
】
多
様
な
主
体
同
士
の
連
携
・
協
力
・
補
完
の
推
進 

【
重
点
プ
ラ
ン
①
】
市
民
の
ま
ち
づ
く
り
活
動
の
継
続
・
発
展
の
促
進 

 

［重点プラン］ 

①情報発信の支援 

②情報内容と提供方法の工夫 

③ソーシャルメディア等を活用した情報提供方法の検討 

（１）情報発信・

提供の支援 

及び充実 

①イベントや講座の充実 
②活動を体験できる機会の拡充 
③相談機能の充実 
④ボランティアコーディネートの充実 

（２）活動に参加

する機会の 

充実 

①市民活動センター等による講座の充実 

②ボランティア講座等の充実 

（３）学びの場の

充実 

①うらやす市民大学の活用促進 

②自治会等への参加促進 

③人材に関する情報収集・ネットワークづくり 

（４）担い手の 

育成・確保 

①コーディネート機能の強化 

②団体が交流する機会づくり 

③地域における活動の場づくり 

（６）団体の交流

の活性化 

①課題解決に必要な講座等の実施 

②市民活動補助金制度の見直し 

③中間支援組織である市民活動センター機能の充実 

（５）運営基盤 

強化等の 

支援 

①多様な主体間の情報共有支援 

②連携・協力を促すための職員への情報提供 

（１）情報を生か

す仕組み 

づくり 

①多様な主体が集う場づくり 
②主体間の連携と相談機能の強化 
③企業との協力の推進 
④学校教育との連携の促進 

（２）相互協力を

育む環境 

づくり 

①まちづくり活動補助金制度の見直し 

②中間支援組織である市民活動センター機能の充実【再掲】 

③地域資源の発掘・活用に向けた環境整備の推進 

（３）手法・体制

の確立 

①職員向け講習会の実施 

②市民向け講演会の実施 

（４）市民と職員

が学ぶ機会

の充実 

①参加手法の充実 

②多様な参加手法の検討 

（３）参加機会の

充実 

①情報収集手段の充実 

②ＩＣＴを活用した多様な情報収集手段の検討 

（２）市民・地域

に関する 

情報の把握 

①情報を取得する機会の充実 

②行政への参加に関する情報の提供 

③情報公開の推進 

（１）行政情報 

提供の充実 
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７ 重点プランの設定 

（１）市民のまちづくり活動の継続・発展の促進 

自主・連携のまちづくりの推進に向け、市民と市が連携・協力・補完してまちづくりを

進めていくためには、多様な分野で活動を行っているまちづくり活動団体の活動を継続し、

発展させていくとともに、市民のまちづくり活動への参加を促進するための支援が重要で

す。 

まちづくり活動参加経験者の減少が見られる中、市民のまちづくり活動への参加促進に

向け、担い手の育成・確保や学びの場の充実、交流機会の創出を図ります。あわせて、ま

ちづくり活動団体が力を発揮できるよう、人材育成、協力者の確保、資金調達の方法等に

関するサポートを行うとともに、中間支援組織である市民活動センターの充実を図ります。 
 

指標 
現状値 

令和６年度 

目標値 

令和 12 年度 

まちづくり活動への参加経験のある 
市民の割合 

27.6％ 

（市民参加に関する意識調査より） 
38％(※1) 

※1 まちづくり活動への参加が多い 70 歳以上の割合 

 

（２）多様な主体同士の連携・協力・補完の推進 

自主・連携のまちづくりの推進に向け、市民、まちづくり活動団体、市が連携・協力・

補完しながらまちづくりを進めていくためには、パートナーシップの創出をさらに進める

ことが必要となります。 

多様な主体同士の発展に向けて、「つなぐプロジェクト」や「まちづくり活動補助金制度」

を活用し、連携・協力・補完を推進します。また、多様な主体が交流するイベント等を開

催することで、つながりを生み出すとともに、地域と行政が一緒に地域課題解決を考える

場づくりを進めます。 

また、様々な企業との包括連携に関する協定の締結の推進や地域資源を活用した教育活

動の展開を通じた幅広い分野での連携・協力も進めます。 
 

指標 
現状値 

令和６年度 

目標値 

令和 12 年度 

市との連携・協力による事業の実施 
経験のある団体の割合 

30.6％ 

（市民参加に関する意識調査より） 
41％(※2) 

他団体との連携・協力による事業の 
実施経験がある団体の割合 

52.2％ 

（市民参加に関する意識調査より） 
64％(※3) 

他団体との連携・協力による事業の 
実施経験がある法人の割合 

28.6％ 

（市民参加に関する意識調査より） 
33％(※4) 

※2 市との連携・協力による事業の実施経験が多い市民活動団体の割合 

※3 他団体との連携・協力による事業の実施経験が多いNPO法人の割合 

※4 他団体との連携・協力による事業の実施経験が多い学校法人その他の割合  
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取り組み事項 

取り組み事項 

取り組み事項 

取り組み事項 

８ 基本施策と取り組み事項 

        市民のまちづくり活動の参加を支援・促進する 

基本施策（１）情報発信・提供の支援及び充実 
市民がまちづくり活動に参加しやすくなるよう、市民活動センターホームページや広報紙、

ＳＮＳなどを活用し情報発信を充実します。さらに、掲示物の活用など提供手法を工夫すると

ともに、ソーシャルメディア等を活用した新たな情報提供方法を検討し、若い年代層にもまち

づくり活動に関する情報が届くよう、多様な媒体を通じて情報取得の環境を整えます。 

 

① 情報発信の支援   ② 情報内容と提供方法の工夫 

③ ソーシャルメディア等を活用した情報提供方法の検討 

 

 
基本施策（２）活動に参加する機会の充実 
市民がまちづくり活動に参加しやすい環境を整えるため、イベントや講座を周知するととも

に、まちづくり活動の体験の機会を通じて、将来の担い手となる市民の参加を促します。また、

市民活動センターにおける相談機能を強化し、ボランティアセンターとの連携を推進し、市民

と団体をつなぐ機会を広げます。 

 

① イベントや講座の充実  ② 活動を体験できる機会の拡充 

③ 相談機能の充実   ④ ボランティアコーディネートの充実 

 

 

基本施策（３）学びの場の充実 
より多くの市民がまちづくり活動に関心を持つとともに、活動に必要な知識や技能を身につ

けられるよう、市民活動センター及びうらやす市民大学の活用促進、各種講座や研修会、体験

活動を通じて、多様なニーズに応じた学びの機会を拡充します。 

 

① 市民活動センター等による講座の充実 

② ボランティア講座等の充実 

 

 
基本施策（４）担い手の育成・確保 
将来のまちづくり活動を支える人材を確保するため、地域コミュニティへの理解と自治会等

への参加を促進するとともに、「若者のための夏休みボランティア」の参加者や、うらやす市民

大学の講座受講生等を団体活動につなげるネットワークを充実します。 

 

① うらやす市民大学の活用促進  ② 自治会等への参加促進 

③ 人材に関する情報収集・ネットワークづくり 

  

計画目標１ 
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取り組み事項 

取り組み事項 

取り組み事項 

取り組み事項 

取り組み事項 

取り組み事項 

基本施策（５）運営基盤強化等の支援 
団体が安定して活動できる環境を整えるため、団体の活動上の課題解決に向けた講座等を実

施するとともに、市民活動補助金制度の周知や必要に応じた見直しを行います。さらに、多様

な主体が連携・協力できるよう、中間支援組織である市民活動センターの機能を充実します。 

 

① 課題解決に必要な講座等の実施  ② 市民活動補助金制度の見直し 

③ 中間支援組織である市民活動センター機能の充実 

 
基本施策（６）団体の交流の活性化 
様々な分野で活動する団体が、双方の資源を持ち寄り、連携・協力しながら活動を継続・発

展していけるよう、コーディネート機能を強化するとともに、団体が交流する機会づくりや地

域における活動の場づくりを行います。 

 

① コーディネート機能の強化  ② 団体が交流する機会づくり 

③ 地域における活動の場づくり 

 

        多様な主体によるまちづくりを推進する 

基本施策（１）情報を生かす仕組みづくり 
多様な主体が連携しやすい環境を整えるため、市民活動センターを活用した情報共有の支援を

行います。また、市と連携する機会を創出するため、職員に向けて、多様な主体との連携・協力

を促すために必要な情報を提供します。 

 

① 多様な主体間の情報共有支援 ② 連携・協力を促すための職員への情報提供 

 
基本施策（２）相互協力を育む環境づくり 
地域課題の解決を進めるため、まちづくり活動団体がそれぞれの特性を活かし協力できる環境

を整えます。さらに、専門家によるアドバイザー事業を実施することで相談体制を強化し、あわ

せて企業の資源の活用や学校教育との連携を通じた幅広い協力関係を築きます。 

   

① 多様な主体が集う場づくり ② 主体間の連携と相談機能の強化 

③ 企業との協力の推進  ④ 学校教育との連携の促進 

 

基本施策（３）手法・体制の確立 
多様な主体が連携して活動できるよう、まちづくり活動補助金制度の周知や必要に応じた見

直しをするほか、市民活動センターを通じた支援を強化するとともに、地域資源を最大限に活

用する環境を整備します。 
  

① まちづくり活動補助金制度の見直し 

② 中間支援組織である市民活動センター機能の充実【再掲】 

③ 地域資源の発掘・活用に向けた環境整備の推進 
 

基本施策（４）市民と職員が学ぶ機会の充実 
市民と職員がまちづくりに主体的に関われるよう、職員向け講習会や市民向け講演会を開催

し、双方の意識を高めます。 

 

① 職員向け講習会の実施   ② 市民向け講演会の実施 

計画目標２ 



     

7 

取り組み事項 

取り組み事項 

取り組み事項 

 

        行政の取り組みへの参加を促進する 

基本施策（１）行政情報提供の充実 
様々な媒体を通じて情報提供を行うとともに、行政情報の公開等により、市民がまちづくり

に関心を持ち参加できるよう取り組みます。 

 

① 情報を取得する機会の充実  ② 行政への参加に関する情報の提供 

③ 情報公開の推進 

 

基本施策（２）市民・地域に関する情報の把握 
行政に市民や地域の声を反映するため、市民参加に関する意識調査や地域活動団体からの意見

聴取を通じて多様なニーズを収集するとともに、ＩＣＴを活用した情報収集手段を検討します。 

 

① 情報収集手段の充実  ② ＩＣＴを活用した多様な情報収集手段の検討 

 

基本施策（３）参加機会の充実 
市民が行政運営に積極的に関われるよう、パブリックコメントや市民公募委員の登用な

ど市民が参加しやすい機会を充実するとともに、ＩＣＴを活用した新たな参加方法を検討

します。 

 

① 参加手法の充実   ② 多様な参加手法の検討 

 

９ 推進体制及び進行管理 

市民、まちづくり活動団体、市がそれぞれの役割のもとに、市民参加によるまちづくり

に取り組みます。 

また、市はまちづくり活動の支援機能を高め、関係機関と連携しながら、市民が行う公

益的な活動の支援に取り組みます。 

本計画に基づく施策を総合的・計画的に推進するためには、計画の進捗状況について、

定期的に調査・把握をし、達成状況をチェックする必要があります。 

そのため、ＰＤＣＡサイクルを確実に行い、計画の着実な推進をめざしていきます。 

 

 

 

 

 

計画目標３ 

第４期浦安市市民参加推進計画（概要版） 

令和８年３月 
■浦安市 市民経済部 市民参加推進課 

Ｄｏ 

（実行） 

Ｐｌａｎ 

（計画） 

Ｃｈｅｃｋ 

(点検・評価) 

Ａｃｔｉｏｎ 

（見直し） 


